
① 前回参加者のご感想・今回参加者の問題意識等共有
② 物流の概況、 2024年問題について
③ 改正物流法について
④ トラック運送事業の原価、標準的な運賃等について
⑤ 業務の見える化、ナビタイムジャパンによる物流課題への取組
⑥ トラックＧメンについて
⑦ 参考資料紹介
⑦-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑦-2 事前にいただいた問題意識等（詳細）
⑦-3 物流効率化に向けた取組み紹介
⑦-4 物効法改正に関する荷主説明会Ｑ＆Ａ



「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について

公正取引委員会は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」（平成１５年公正取引委員会事務総長通達第１８号。以
下「下請法運用基準」という。）を定め、下請代金支払遅延等防止法（昭和３０年法律第１２０号。以下「下請法」という。）違反
行為の未然防止等のために、下請法の解釈・考え方を明らかにしているところ、令和５年１１月２９日に公表した「労務費の適切な転嫁
のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行
うこととし、原案を令和６年４月１日に公表し、同月３０日を期限として広く意見を募集したところです。
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「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正 新旧対照表
改正前改正後

第４ 親事業者の禁止行為
１～４ ［略］
５ 買いたたき
⑴法第４条第１項第５号で禁止されている買いたたきとは、「下請事業者の給付
の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく
低い下請代金の額を不当に定めること」である。
「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該
下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価（以下「通常の
対価」という。）をいう。ただし、通常の対価を把握することができないか又は困
難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似の
ものである場合には、従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価
として取り扱う。

買いたたきに該当するか否かは、下請代金の額の決定に当たり下請事業者
と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法、差別的であるかどうか
等の決定内容、通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び
当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案して総合的に判断する。

⑵ ［略］

第４ 親事業者の禁止行為
１～４ ［略］
５ 買いたたき
⑴法第４条第１項第５号で禁止されている買いたたきとは、「下請事業者の給付
の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく
低い下請代金の額を不当に定めること」である。
「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該
下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価（以下「通常の
対価」という。）をいう。ただし、通常の対価を把握することができないか又は困
難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似の
ものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代
金の額」として取り扱う。
ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
イ 当該給付に係る主なコスト（労務費、原材料価格、エネルギーコスト等）の
著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその
上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握
することができる場合において、据え置かれた下請代金の額
買いたたきに該当するか否かは、下請代金の額の決定に当たり下請事業者
と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法、差別的であるかどうか
等の決定内容、通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び
当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案して総合的に判断する。
⑵ ［略］

備考表中の［ ］の記載は注記である。

寄せられた意見及び対する回答はこちらからご覧ください。（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html）

（下線部分が改正箇所）



令和5年度における独占禁止法違反事件の処理状況について

公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受
注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。
令和５年度における独占禁止法違反事件の処理状況は、次のとおりである。
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法的措置件数等の推移

その他詳細はこちらからご覧ください。（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240528_kanki.html）

※法的措置…法的措置とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定のことである。一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が
共に行われている場合には、法的措置件数を１件としている。



令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の
取引公正化に向けた取組

84詳細はこちらからご覧ください。（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240605.html）

勧告件数及び自発的申出件数（勧告相当案件）の推移 指導件数の推移

1 下請法違反行為に対する勧告等

2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移原状回復額の推移



一般職業紹介状況(令和6年5月分)について

• 令和6年5月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.02ポイント低下。
• 令和6年5月の新規求人倍率は2.16倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。

令和6年5月の数値をみると、有効求人倍率（季節調整値）は1.24倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
新規求人倍率（季節調整値）は2.16倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
正社員有効求人倍率（季節調整値）は1.00倍となり、前月を0.02ポイント下回りました。
5月の有効求人（季節調整値）は前月に比べ0.1％増となり、有効求職者（同）は1.9％増となりました。
5月の新規求人（原数値）は前年同月と比較すると0.6％減となりました。
これを産業別にみると、情報通信業（5.7％増）、卸売業,小売業（4.6％増）、医療,福祉（1.4％増）などで増加と

なり、生活関連サービス業,娯楽業（10.6％減）、製造業（7.4％減）、建設業（3.4％減）などで減少となりました。都
道府県別の有効求人倍率（季節調整値）をみると、就業地別では、最高は福井県の1.92倍、最低は大阪府の1.02倍、
受理地別では、最高は東京都の1.75倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。

ポイント ○令和6年5月の有効求人倍率は1.24倍で、前月に比べて0.02ポイント低下。
○令和6年5月の新規求人倍率は2.16倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
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詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_40905.html

厚生労働省では、公共職業安定所（ハローワーク）における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般
職業紹介状況として毎月公表しています。
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令和6年4月の宅配便の再配達率は約10.4％でした
～前年同月比1.0ポイント減少、前回比0.7ポイント減少～

近年、多様化するライフスタイルとともに電子商取引（以下EC）が急速に拡大し、令和4年度には、EC市場が全体で22.7兆円規模、物販系分野で13.9兆
円規模となっています（注1）。また、ECの拡大に伴い宅配便の取扱個数は約50億個（令和4年度）となっています（注2）。
このため、宅配事業者の負担が増えており、令和5年6月に関係閣僚会議で取りまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」（注3）では、令和6年度に再

配達率6％を目指すことが盛り込まれております。

国土交通省では、トラックドライバーの人手不足が深刻化する中、再配達の削減を図るため、宅配ボックスや置き配をはじめ多様な方法に
よる受取を推進しており、これらの成果を継続的に把握すること等を目的として、宅配便の再配達率のサンプル調査を年2回（4月・10
月）実施しています。
令和6年4月の宅配便再配達率は約10.4％で前年同月（約11.4％）と比べて約1.0ポイント減、昨年10月（約11.1%）と比べて

約0.7ポイント減となりました。

注1：経済産業省「令和4年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」
より

注2：国土交通省「令和4年度宅配便等取扱個数の調査及び集計方法」より
注3：内閣官房「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」決定等
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/seisaku_package.pdf
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2024年度第1回 フィジカルインターネット実現会議を開催しました。
○フィジカルインターネットの実現に向けた取組の進捗について（フィジカルインターネット実現会議事務局（経産省・国交省））

○概要と今後の事業展開 （フィジカルインターネットセンター）

令和６年６月２６日（水）に令和６年度第１回目の実現会議が
開催され、以下のとおり検討が行われました。
・フィジカルインターネットの実現に向けた取組の進捗

・事業者等からの取組紹介

・フィジカルインターネット・ロードマップの一部改訂

・意見交換

詳しくはこちらをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000

796.html）
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物流ＤＸ化事例（フィジカルインターネットの構築）
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物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会(第2回)
開催

「物流革新に向けた政策パッケージ（2023年６月２日、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議）」において、「トラック事業者の
運行管理の高度化により輸送の安全確保を図るため、デジタル式運行記録計（デジタコ）について、将来的な義務づけも視野に入れつつ
強力な普及促進を図る」とされており、「「2024年問題」による物流の停滞を回避するためには、ＤＸ等による物流の効率化・生産性向上
を図る」観点からもデジタコの活用が重要となっています。
このような状況を踏まえ、「物流革新に向けたデジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会」を開催し、トラックにおけるデジタコの強

力な普及促進を図るための方策を検討いたします。
第２回検討会資料（一部） 貨物自動車運送事業者に対するデジタコの装着率のアンケート

詳しい内容はこちらをご覧ください（https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001752872.pdf） 97



社会資本整備審議会物流小委員会開催

今後の道路関係物流施策のあり方を検討
国土交通省では、道路の物流関連施策について審議するため、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の下に物流小委員会
を設置しております。今後の道路関係物流施策のあり方を検討するため、第24 回物流小委員会を開催しました。

【当日の議事】
（１）ダブル連結トラックの通行区間の拡充等について

・ダブル連結トラックについて（福山通運株式会
社）

・ダブル連結トラックについて（NEXT Logistics 
Japan 株式会社）

・ダブル連結トラックの導入状況及び利用促進策
について

（２）車両の電動化等に伴う大型化について
（３）特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向

上について
（４）道路分野の物流施策について（報告）

・物流 2024 年問題について
・中継輸送の拠点整備について
・SA・PA の確実な駐車機会の提供について
・高速道路での自動運転トラックの実証について
・重要物流道路について
・自動物流道路について

当日の資料（一部）

詳しくはこちらをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/policy/shi
ngikai/road01_sg_000699.html） 98



第４回 自動物流道路に関する検討会について

令和６年６月21日（金）に第４回目となる「自働物流道路に関する検討会」が開催され「効果等の試算」、「荷物の規格」、「中間とり
まとめ案」について議論が行われました。
中間とりまとめ後も、こちらを元に議論が継続され最終とりまとめが行われます。

当日の資料（一部）

詳しくはこちらをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-
council/buturyu_douro/doc04.html）
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